
障害保健福祉関係主管課長会議  

補足給付について  資料5－2  H17．11．11  

障害福祉サービス（20歳以上）   障害福祉サービス、児童福祉施設（20歳未満）   

給   

付   実際にかかった貴用が減った場合は、その分利用者が負担する   おいて実際にかかった費用が減った場合は、その分利用  

負  

食費等負担額が減る仕組み  者が負担する食費等負担額が減る仕組み  

担  

額   

の 算  
記①、②のとおり収入額に応じて決定）  

定  ○補足給付額       （ただし、施設において実際にかかった費用が補足給付額を下回る場合はその頼まで   

方  
を補足給付額とする。）  

法  ★5．8万円については、今後経営実態調査の結果等を踏まえて修正する可能性あり。  ①生活保護、低所得1，低所得2の場合  
■補足給付籠＝その他生活費★＋1．5万円…＋5，8万円★★☆  

○負担限度額  
－5．0万円★★★★  

①認定収入籠が66，667円以下の場合  ②一般の場合  

一負担限度額柚＝収入額－その他生活責★  
・補足給付額＝その他生活費★＋報酬単価／日  

×30．4×0．1★★＋5．8万円★柚－7．9万円★★★★  
②認定収入が66，667円を超える場合  

一負担限度額＝66，667円－その他生活責★＋（収入額－66，667  

円）×1／2  
算）  

★★定率負担相当額。生活保護、低所得1．2の場合は1．5万円で固定。障害児施設の報酬  
の取り扱いについては、今後検討。  

★その他生活費‥2．5万円。ただし、障害基礎年金1級受給者、60～65歳及び65歳以上の療護    ★★★基準費用額。今後経営実態調査の結果を踏まえて修正の可能性あり。  
施設入所者2．8万円、65歳以上（療護施設入所者除く）3．0万円  ★…通常子どもを養育するのに必要とする費用。  

…負担限度額が2．2万円を下回る場合は2．2万円とする。  

（注）計算式は端数を丸めたものとしている。  

○利用者が支払う食費等負担額  

○利用者が支払う食費等負担額  施設において実際にかかる費用（5．8万円を上限）－補  

施設において実際にかかる費用（5．8万円を上限）一補足給  足給付額（段階別に固定）  

付額（個人ごとの収入額に応じて固定）   

（注）補足給付は日額で支払うが、ここ   では便宜的に月額で説明している。   

す負  ○負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合は、補  ○負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合  
る担  

足給付を支給しない（政令）   
規額  

は、補足給付を支給しない（政令）  

制に  →事業者が負担限度額以上食責等負担を取ることがないよう、   →事業者が負担限度額以上食費等負担を取ることがない   

関   実質上規制する   よう、実質上規制する   
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具体例  

障害福祉サービス（20歳以上）  児童福祉施設等（20歳未満）  

（収入額8．3万円／月（年金収入）の場合）  

（身障療護・個別減免あり・65歳未満の場合）  

基準費用額＝5．8万円  

（単位：万円）  

（低所得2の場合）  

（知的障害児施設・18歳未満の場合・事棄費約19万と  

した場合）  

基準貴用額＝5．8万円  （単位‥万円）  

かかっ   補足給付  負担限度  食費等負  定率負担  負担計⑥   

た費用  額②   額   担額（実際  額⑤   

＋   
（④＋⑤）  

（5．8万  に支払う  

－③）   額）④  

（①－②）   

5．8  1．15  4．65   4．65  0．85   5．5   

5．0  1．15  4．65   3．85  0．85   4．7   

4．7  1．15  4．65   3．55  0．85   4．4   

かかっ  補足給付  負担限度  食費等負   定率負担  負担計⑥   
た費用  額②   額   担額（実際  額⑤   （④＋⑤）   

（5．8万  に支払う  

－③）   鏡）④  

（①－②）   

5．8   5．7   0．1   0．1   1．9   2．0   

5．0   5．0   0   0   1．9   1．9   

4．7   4．7   0   0   1．9   1．9   

この額を超えて事  

業者が利用者から  

負担を取った場合  

には、補足給付は  

支給されない  

補足給付よりか  

かった費用が低い  

場合は、補足給付  

額をかかった費用  

まで下げて支給  

補足給付よりか  

かった費用が低い  

場合は、補足給付  

額をかかった費用  

まで下げて支給  

この額を超えて事  

業者が利用者から  

負担を取った場合  

には、補足給付は  

支給されない  

（注）補足給付は日額で支払うが、ここでは便宜的に月額で説明している。  
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月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について  

○ 事業真の1割（本来の利用者負担額）を以下の3つに分類。  

（D 利用者から徴収できる額  

② 社福減免対象となる事業費（低所得1なら75，000円、低所得2なら123，000円を超える   
額）の利用者負担額分（法人が減免する額）  

③ 月額負担上限綾にぶつかったために、利用者から徴収できない額（②の部分除く）  

○ それぞれ、事業者が市町村に報酬請求する際には、以下の取り扱いとする。  

①については、すでに利用者から徴収しているため、請求しない。  

②については、社福減免の補助金の精算時に請求する。（②のうち、一定割合が公費助成の対象   

となる。）  

③については、報酬請求時に、請求する。（すべて公費が出る）  
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月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について  

低所得1（15，000円）、社会福祉法人減免の対象となる人の場合  

（社福減免を実施するA、B、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。）  

社福減免による利  社福減免による利  社福減免による利  
用者負担   

と 
福 

（6，500l  
（ 

を 

減  40，0  

）00円  

500円  

用者より徴収）   

亘減免の対  用者負抱   

：なる事業  （6，500l  
このうち1  

ざ社福減  

E免）  40，0  

）00円  

500円  

用者より徴収）  

社
象
費
割
で
 
 
岳
 

社福減免の対  用着色担．   

象となる事業  （6，500】  
費（このうち1  

割を社福減  

で減免）  40，0  

i，000円  

利  

円  

腹額にぶ  

め、徴収  

社
象
責
割
で
 
 

00円   00円  

本来は  

500  

A事業所（ホームヘルプ）   

事業責14万円   

社福減免実施事業所   

よユ  

事業費14万円1割分14，000円  

①利用者から徴収出来る額 7，500円  

②社福減免により減免された負担額  

6，500円  

③月額負担上限額にぶつかったために徴  

収していない額  0円  

B事業所（ホームヘルプ）   

事業費14万円   

社福減免実施事業所   

ユユ  

事業費14万円1割分14，000円  

（D利用者から徴収出来る額 7，500円  

②社福減免により減免された負担額  

6，500円  

③月額負担上限額にぶつかったために徴  

収していない額  0円  

C事業所（ホームヘルプ）  

事業費14万円  

社福減免実施事業所   

よユ   

事業費14万円1割分14，000円  

①利用者から徴収出来る籠 0円  

②社福減免により減免された負担額  

6，500円  

（卦月額負担上限額にぶつかったために徴  

収していない額  7．500円   
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月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について  
低所得2（24，600円）、社会福祉法人減免の対象となる人の場合  

（社福減免を実施するA、B、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。）  

社福減免による利  

用者負担減免  

（3．700円分）  

社福減免の対象と  

なる事業費（このう  

ち1割を社福減免  

で減免）  

社福減免による利  

用者負担減免  

，700円分）  

12，300円  12，300円  

40，000円  160，000円  

本来であれば  

12，300円  

徴収するとこ  

ろだが、上限  

額にぶつかる  

ため、実際に  

徴収するのは  

4，800円分   

B事業所（ホームヘルプ）  

事業費16万円  

C事業所（ホームヘルプ）  

事業章14万円  

A事業所（通所）  

事業費14万円  

社福減免実施事業所   

」ユ  
事業費14万円1割分14，000円  

①利用者から徴収出来る額 7，500円  

②社福減免により減免された負担籠  

6，500円  

③月籠負担上限額にぶつかったために徴  

収していない額  0円  

社福減免実施事業所  社福減免実施事業所   

よユ  
事業責14万円1割分14，000円  

①利用者から徴収出来る額 4．800円  

②社福減免により減免された負担額  

1，700円  

③月嶺負担上限籠にぶつかったために徴  

収していない額  7，500円   

こ7  
事業費16万円1割分16，000円  

①利用者から徴収出来る額12，300円  

②社福減免により減免された負担額  

3，700円  

③月額負担上限額にぷつかったために徴  

収していない額  0円  
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